
１．選任を要する人数
4 名

２．任　　期
�令和 8 年 6月19日に開催予定の定時評議員会の終結の時から、選任後 3 年以内に終了する会計年度のうち最終のものに�
関する定時評議員会（令和 11 年 6月を予定）の終結の時までとする。

３．応募資格
次の資格をすべて満たしている方
（1）�学校法人昭和薬科大学の設置する学校及び昭和女子薬学専門学校を卒業し、卒業生評議員の就任前年度末の日（令和 8

年 3月31日）において満年齢 25 歳以上で次の各号の一に該当する方（※注 1）
　　1．一定の社会的な評価を受けられる経歴を有する方
　　2．本法人の設置する学校の発展に寄与あるいは有意な社会活動等を行った方又は行っている方
　　3．本法人又は本法人が設置する学校に支援・支持をなし、愛校心が高いと認められる方
（2）（1）に定める学校の卒業生 10 名以上の推薦を得た方（※注 2）
　

次のいずれかに該当する方は立候補できません。
（1）学校教育法第 9条の欠格事項に該当する方
（2）本法人の職員及び在学生、又は過去に本法人の職員であった方
（3）本法人において懲戒処分を受けたことがある者あるいは本法人の寄附行為に抵触したことがある方
（4）候補者の配偶者又は三親等以内の親族
　
※注 1　附属高等学校の卒業生であっても昭和薬科大学を卒業した方は、大学の卒業生として応募してください。
※注 2　推薦人は複数の立候補者の推薦はできません。又、立候補者は他の立候補者の推薦人にはなれません。
※　本法人の職員は推薦人にはなれません。

４．応募締切り
令和 8年 4月10日（金）（必着）

５．応募手続き
�応募者は、次の必要書類を揃えて、下記宛てに簡易書留で郵送してください。尚、書類の不足、記入漏れのあるものは受付致し�
かねる場合がありますので、ご注意ください。

　

（1）卒業生評議員立候補届　1部
　�本学所定のもの（見本参照）。本学ホームページ「卒業生の方へ／お知らせ／卒業生評議員の公募について」よりダウンロード�
して記入のこと（氏名は自署を記入すること）。
　�尚、用紙の郵送を希望される方は、返信用封筒・切手を同封の上、昭和薬科大学総務課（7．問合せ先・書類送付先）�
まで請求してください。

　

（2）卒業証明書 1通又は卒業証書の写し（コピー）1通
　�卒業証明書の入手方法は、本学ホームページ「卒業生の方へ／各種証明書」をご覧いただくか、昭和薬科大学　教務課
（042-721-1511）までお問い合わせください。
　附属高等学校の卒業証明書については、附属高等学校事務室（098-870-1852）までお問い合わせください。

　

（3）卒業生評議員立候補者の推薦書
　�本学所定のもの（見本参照）。本学ホームページ「卒業生の方へ／お知らせ／卒業生評議員の公募について」よりダウンロー
ドして記入のこと（氏名は自署を記入すること）。
　�尚、用紙の郵送を希望される場合は、返信用封筒・切手を同封の上、昭和薬科大学総務課（7．問合せ先・書類送付先）
まで請求してください。

６．選任結果の通知
�令和 8 年 5月開催の評議員会で選任を行い、選任結果は本人に郵送で通知した上で、承諾を得て選任された方の氏名のみ�
本学ホームページに掲載します。

７．問合せ先・書類送付先
学校法人 昭和薬科大学 総務課　TEL 042-721-1505まで
月曜～金曜の午前 9時から午後 5時まで
〒194-8543　東京都町田市東玉川学園 3-2-1

卒業生評議員候補者募集要項


